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“税務の職場”
何でも110番
zenkokuzei@aol.com

全
国
税
は
、
職
場
で
起
こ
っ
た

問
題
を
解
決
す
る
た
め
「
税
務

の
職
場
、
何
で
も
一
一
○
番
」

を
常
時
設
置
し
て
い
ま
す
（
電

話
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
は
上
記
の
番
号
ま

で
ど
う
ぞ
）。

◇ 全国税ホームページ ◇
http://www.kokko-net.org/zenkokuzei
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〈
出
題
〉
九
段　

石
榑
郁
郎

黒
先

〈
ヒ
ン
ト
〉コ
ウ
の
粘
り
を
封

じ
て
無
条
件
で
仕
留
め
ま

す
。

（　

分
で
二
、
三
段
以
上
）

10農
地
に
つ
い
て
の「
地
識
人
」

で
あ
る
人
生
の
先
輩
と
酒
も

酌
み
交
わ
し
た
▼
農
業
と
は

「
土
と
の
対
話
」
を
通
じ
て
、

人
の
生
命
を
維
持
す
る
栄
養

源
を
確
保
す
る
素
晴
ら
し
い

営
み
で
あ
る
こ
と
を
淡
々
と

語
り
、
農
地
や
農
作
物
に
つ

い
て
の
知
識
や
経
験
の
深
さ

を
知
ら
さ
れ
た
▼
こ
と
し
6

月
に
成
立
し
た
「
改
正
農
地

法
」
は
、
誰
で
も
自
由
に
農

地
を
借
り
て
農
業
を
や
れ
る

よ
う
に
し
た
。
先
輩
か
ら

は
、「
常
勤
」
の
農
民
だ
け
で

な
く
、「
非
常
勤
」
で
も
よ
し

と
し
、「
派
遣
」
型
も
導
入
す

る
流
れ
を
危
ぶ
む
気
持
ち
が

感
じ
と
ら
れ
た
▼
雇
用
の
世

界
で
起
き
た
規
制
緩
和
の
弊

害
が
、
農
業
の
世
界
で
も
繰

り
返
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な

ら
な
い
か
を
危
惧
す
る
。

水
稲
を
揺
ら
す

風
に
心
地
よ
さ

を
感
じ
、
耕
作

者
の
愛
情
が
注

が
れ
た
収
穫
物

を
口
に
し
た
。

改 定 内 容
水準差一時金俸給表
 9.68％▲0.20ヵ月改定見送り2000年

▲0.05ヵ月改定見送り2001年
 9.57％▲0.05ヵ月▲2.0％2002年
 9.45％▲0.25ヵ月▲1.1％2003年

改定見送り2004年
 9.38％＋0.05ヵ月▲0.3％2005年

改定見送り2006年
 9.33％＋0.05ヵ月＋0.35％2007年

改定見送り2008年
9.54％▲0.35ヵ月▲0.2％2009年

2009年勧告2007年勧告
       　％         　人       　％         　人

16.93％ 5，223 12.32%   4,551 1級
12.73％ 3，866 12.29%   3,616 2級
11.17％ 6，831 11.10%   8,830 3級
9.98％ 9，975   9.95%   9,593 4級
8.76％ 13，520   8.81% 13,000 5級
7.46％ 11，116   7.49% 11,261 6級
9.54％ 50，531 9.33％ 50,851 計

■級別水準差率の前回比■

■10年間の給与等改定の推移■

　　　　■本年の給与勧告ポイント■
月例給、ボーナスともに引下げ
～平均年間給与は△15.4万円（△2.4％）、2003年の平均△
16.5万円（△2.6％）に次ぐ大幅な引下げ
1　公務員給与が民間給与を上回るマイナス較差（△0.22％）
　を解消するため、月例給の引下げ改定…俸給月額の引下げ、
　自宅に係る住居手当の廃止
2　期末・勤勉手当の引下げ（△0.35ヵ月分）
3　本年4月からこの改定の実施日の前日までの期間に係る較
　差相当分を年間給与でみて解消するため、4月の給与に調整
　率（△0.24％）を乗じて得た額を、12月期の期末手当で減
　額調整（俸給月額の引下げ改定者に限る）
◎改定の内容
＜月例給＞
　民間給与との較差の大きさ等を考慮し月例給を引下げ
1　俸給表　初任給中心の若年層と医療職(一)を除き、すべて
　の俸給月額について引下げ
①基本的に同率の引下げ（平均改定率△0.2‰）とするが、初
　任給を中心に若年層（1～3級の一部）は引下げを行わない。
　7級以上は平均を0.1％上回る引下げ
②指定職俸給表　行（一）の管理職層の引下げ率（△0.3％）　を 
　踏まえた引下げ
※給与構造改革の「現給保障」の額についても、調整率（△　
　0.24%）を乗じて得た額に引下げ
2　住居手当　自宅に係る住居手当を廃止
＜期末・勤勉手当＞
　民間の支給割合に見合うよう引下げ4.5月分→4.15月分
　　　　　　　　《6月期》　　　　　　《12月期》
 本年度　期末　1,25月（支給済）1.50月（現行1.60月）
　　　　 勤勉　0.70月（支給済）0.70月（現行0.75月）
 来年度　期末　1.25月　　　　　1.50月
　　　　 勤勉　0.70月　　　　　0.70月
※本年5月の勧告で凍結した6月期の0.2月分は引下げ分の一
　部に充当

過
去
最
大
規
模
の
給
与
引
き
下
げ

　

8
月　

日
、
人
事
院
は
月

11

例
給
引
下
げ
と
一
時
金
の
減

額
を
内
容
と
す
る
勧
告
を
国

会
と
内
閣
に
行
い
ま
し
た
。

　

勧
告
は
、
△
8
6
3
円
の

官
民
較
差
が
あ
る
と
し
て
、

若
年
層
と
医
療
職　

を
除
く

（一）

本
俸
引
下
げ
に
く
わ
え
、
か

つ
て
な
い
0
・　

ヵ
月
も
の

35

一
時
金
の
削
減
、
自
宅
に
係

る
住
居
手
当
廃
止
な
ど
、　
03

年
勧
告
に
匹
敵
す
る
平
均

　

・
4
万
円
の
年
収
減
と
な

15る
も
の
で
す
。

　

国
公
労
連
・
全
国
税
は
、

賃
金
底
上
げ
で
内
需
拡
大
を

図
る
立
場
か
ら
、
最
低
賃
金

の
抜
本
的
な
引
き
上
げ
と
公

務
員
賃
金
の
改
善
を
求
め
、

職
場
か
ら
の
上
申
闘
争
な
ど

を
背
景
に
公
務
・
民
間
一
体

の
運
動
で
人
事
院
追
及
を
強

め
て
き
ま
し
た
。

　

初
任
給
等
へ
の
影
響
は
回

避
し
た
も
の
の
、
本
府
省
業

務
調
整
手
当
と
地
域
手
当
を

完
成
さ
せ
る
一
方
、
給
与
構

造
「
改
革
」
に
伴
う
「
現
給

保
障
」
ま
で
引
下
げ
る
勧
告

は
、
公
務
員
労
働
者
の
生
活

実
態
を
顧
み
な
い
ば
か
り

か
、
行
政
現
場
の
第
一
線
を

支
え
る
地
方
の
中
堅
層
職
員

に
痛
み
を
押
し
つ
け
る
も
の

で
、
到
底
容
認
で
き
な
い
も

の
で
す
。

　

勧
告
が
実
施
さ
れ
る
と
、

一
時
金
は　

年
前
の
水
準
に

45

ま
で
後
退
し
ま
す
。

　

国
家
公
務
員
労
働
者
と
そ

の
家
族
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人

事
院
勧
告
の
影
響
を
直
接
的

稜
線
沿
い
の

パ
ノ
ラ
マ
、
お
花
畑

　

8
月
6
～
8
日
、
北
ア
ル

プ
ス
蝶
ヶ
岳
、
常
念
岳
で

「
全
国
税
第　

回
山
の
つ
ど

48

い
」
を
開
催
し
、　

名
が
参

20

加
。

　
（
初
日
は
晴
）午
前
7
時
に

登
山
口
を
出
発
、
標
高
約
2

7
０
０
メ
ー
ト
ル
の
蝶
ヶ
岳

ヒ
ュ
ッ
テ
に
午
後
1
時
過
ぎ

到
着
。
1
年
ぶ
り
の
再
会
を

祝
す
。

　
（
2
日
目
は
霧
雨
）合
羽
姿

で
山
行
。
雨
上
が
り
の
天
空

浮
か
び
あ
が
っ
た
槍
ヶ
岳

に
、
宿
中
が
盛
り
上
が
る
。

　

雨
も
上
が
っ
た
3
日
目
、

醍
醐
味
の
稜
線
沿
い
の
パ
ノ

ラ
マ
、
お
花
畑
を
満
喫
。

に
受
け
る
と
さ
れ
る
5
8
0

万
人
労
働
者
の
生
活
と
、
地

域
経
済
に
も
甚
大
な
影
響
を

与
え
る
こ
と
、
さ
ら
に
消
費

を
冷
え
込
ま
せ
経
済
危
機
を

悪
化
さ
せ
る
「
賃
下
げ
悪
循

環
」
に
拍
車
を
か
け
る
の
は

必
至
で
す
。
政
府
に
対
し
、

勧
告
の
実
施
「
見
送
り
」
も

含
め
た
真
剣
な
検
討
を
求
め

て
い
き
ま
す
。

　

一
方
、
職
務
評
価
の
象
徴

で
あ
る
税
務
水
準
差
は
、
率

が
高
い
1
～
2
級
の
人
員
増

で
全
体
と
し
て
0
・　

％
回

21

復
し
ま
し
た
（
左
表
下
参

照
）。
し
か
し
、
責
任
の
度

が
大
き
く
な
っ
て
い
る
5
～

6
級
の
改
善
を
見
送
っ
た
こ

と
は
容
認
で
き
ま
せ
ん
。

　「公務員の高齢期雇用問題に関する研究会」最
終報告を踏まえ、人事院は年金支給開始年齢の
引上げに合わせ、2013年度から定年年齢を60歳
から65歳に段階的に引上げることが必要である
としています。
　このため、11年中に法整備を図る必要があ
り、10年中には意見の申出を行うため、秋以降、
個別問題について関係各方面との意見交換を含
め検討を進めることを明らかにしました。

　「定年延長の条件を整えるた
めの給与制度の見直し」では、
60歳代前半の具体的な給与水
準・体系を設計し、あわせて60
歳前の給与カーブや昇給制度の

あり方も見直すとしています。
　その他、役職定年制の導入、加齢に伴い就労
が厳しくなる職務の特例的な定年の取り扱いな
ども検討されます。
　高齢期の雇用問題は人生設計に関わる大きな
課題であり、同時に重要な労働条件です。検討
にあたっては当事者である国公労連・全国税と
の意見交換を行い、納得と合意の上で進めるべ
きです。

政
府
に
勧
告
の
実
施「
見
送
り
」を
求
め
る

09年人勧

    定年を65歳に延長
　人事院　給与カーブ等見直しに着手

満喫

第48回 山のつど第48回　山のつどいい

曳 栄叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡



(　2　)第 1906号2009年8月 31日

〈
解
答
〉黒
1
を
決
め
て
か
ら

3
と
お
く
の
が
急
所
の
一

手
。
白
4
に
黒
5
で
白
死
で

す
。
黒
1
で
4
は
白
3
黒
1

白
2
以
下
コ
ウ
。
黒
3
で
4

も
白
3
で
コ
ウ
。
白
2
で
4

な
ら
黒
5
白
3
黒
2
で
白
死

で
す
。

　

全
労
連

は
7
月　
31

日
か
ら
2

日
間
、
臨

時
大
会
を

開
催
し
、

「
安
定
し

た
良
質
な

雇
用
を
求

め
る
運

動
」
を
柱

と
し
た
方

針
を
採
択

し
、
あ
わ

せ
て
助
け

合
い
の
輪

を
広
げ
る

「
全
労
連

共
済
」
の

正
、
有
期
雇
用
へ

の
規
制
強
化
、
最

賃
時
給
千
円
の
実

現
と
解
雇
と
た
た

か
う
労
働
者
へ
の

支
援
、
国
や
地
方

が
発
注
す
る
仕
事

に
つ
い
て
、
賃
金

や
労
働
条
件
、
雇

用
に
つ
い
て
の

ル
ー
ル
を
定
め
る

公
契
約
法
・
条
例

の
制
定
を
求
め
る

取
り
組
み
を
全
国

で
始
め
る
、
と
し

ま
し
た
。

発
足
を
決
め
ま
し
た
。

　

挨
拶
し
た
大
黒
議
長
は
、

雇
用
破
壊
を
許
さ
な
い
取
り

組
み
を
継
続
し
、
組
織
化
や

労
働
・
生
活
相
談
で
の
一
層

の
奮
闘
を
呼
び
か
け
、「
憲

法　

条
が
示
す
生
存
権
は
雇

25
用
と
社
会
保
障
が
守
ら
れ
て

こ
そ
輝
き
を
増
す
」
と
し
、

労
働
者
保
護
の
た
め
の
派
遣

法
抜
本
改
正
、
公
契
約
や
最

賃
の
改
善
が
必
要
と
強
調
し

ま
し
た
。

　

ま
た
、
総
選
挙
後
の
情
勢

へ
の
対
応
に
ふ
れ
、「
新
し

い
政
府
に
対
し
、
要
求
に
も

と
づ
く
国
民
運
動
を
発
展
さ

せ
る
こ
と
が
重
要
」
と
し
、

「
連
合
や
全
労
協
に
、
要
求

実
現
の
た
め
の『
大
同
団
結
』

を
心
か
ら
呼
び
掛
け
た
い
」

と
の
べ
ま
し
た
。

　

方
針
で
は
、
①
雇
用
の
安

定
、
②
生
活
で
き
る
雇
用
・

賃
金
の
実
現
、
③
失
業
時
の

生
活
保
障
の
整
備
、
④
格
差

を
固
定
化
さ
せ
な
い
社
会
の

実
現
¦
¦
の
4
点
を
重
視
。

ま
た
、
派
遣
法
の
抜
本
改

勇
気
と
元
気
に
満
ち
た

　
　

年
前
の
長
崎
の
原
爆
投

64
下
の
日
を
思
わ
せ
る
青
空
が

広
が
っ
た
８
月
９
日
、
長
崎

市
民
会
館
体
育
館
で
「
原
水

爆
禁
止
2
0
0
9
年
世
界
大

会
・
長
崎
閉
会
総
会
」
が
開

か
れ
ま
し
た
。

　

7
8
0
0
人
の
参
加
者

は
、
来
年
５
月
の
核
不
拡
散

条
約
（
Ｎ
Ｐ
Ｔ
）
再
検
討
会

議
に
む
け
、
草
の
根
か
ら
核

兵
器
廃
絶
の
扉
を
開
く
う
ね

り
を
つ
く
り
だ
そ
う
と
誓
い

合
い
ま
し
た
。

　

オ
バ
マ
米
大
統
領
が
「
核

兵
器
の
な
い
世
界
」
を
国
家

目
標
に
す
る
と
宣
言
し
た
新

し
い
事
態
を
う
け
、
す
べ
て

の
政
府
が
核
兵
器
の
全
面
禁

止
・
廃
絶
条
約
の
締
結
に
む

け
一
歩
を
踏
み
出
す
よ
う
求

め
る
「
手
紙
」
と
「
よ
び
か

け
」
を
満
場
の
拍
手
で
採
択

し
ま
し
た
。

　
「
核
兵
器
廃
絶
へ
！
３
、

２
、
１
、
０
！
」
―
全
労
連

青
年
部
の
野
村
昌
弘
書
記
長

の
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
に
、
参

加
者
全
員
が
頭
上
に
両
手
を

上
げ
た
「
ゼ
ロ
」
が
会
場
を

埋
め
つ
く
し
、
決
意
を
こ
め

た
大
き
な
拍
手
が
わ
き
起
こ

り
ま
し
た
。

　

世
界
大
会
運
営
委
員
会
代

表
の
高
草
木
博
氏
（
原
水
爆

禁
止
日
本
協
議
会
事
務
局

長
）
が
、「
今
年
は
文
字
通
り

勇
気
と
元
気
と
感
動
に
満
ち

あ
ふ
れ
た
大
会
と
な
っ
た
」

と
の
べ
、
来
年
の
Ｎ
Ｐ
Ｔ
再

検
討
会
議
に
向
け
て
「
核
兵

器
の
な
い
世
界
を
」
署
名
を

「
必
ず
１
2
0
0
万
筆
集
め

き
ろ
う
」
と
行
動
提
起
し
ま

し
た
。　

　

7
月
以
降
、
ア
ル
バ
イ
ト

職
員
に
対
し
、「
こ
れ
ま
で

の
事
務
系
統
経
験
に
と
ら
わ

れ
ず
、
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
を

や
っ
て
も
ら
う
」
と
い
う
説

明
が
各
地
で
行
わ
れ
、
中
に

は
「
時
間
給
は
上
が
り
ま
す

が
、
出
勤
日
数
は
減
り
ま

す
」
と
、
処
遇
改
善
の
は
ず

が
悪
化
を
招
く
事
態
も
現
れ

て
い
ま
す
。

　

全
国
税
が
実
施
し
た
実
態

　
「
改
善
は
お
ろ
か
、
勤
務

日
数
を
削
減
、
さ
ら
に
雇
い

止
め
強
行
」
と
い
う
悪
質
な

対
応
は
、
絶
対
に
許
す
わ
け

に
は
い
き
ま
せ
ん
。
8
月
以

降
の
予
算
配
賦
実
績
の
明
示

を
求
め
る
と
と
も
に
、
引
き

続
き
、
①
年
収
減
を
許
さ
な

い
、
②
管
理
運
営
部
門
の
窓

口
業
務
な
ど
の
職
種
の
変
化

に
応
じ
た
給
与
の
増
額
、
③

日
数
減
に
よ
る
雇
用
保
険
の

調
査
で
は
、「
1
ヵ
月
の
勤

務
日
数
が
6
月
ま
で
の
平
均

　

日
か
ら
、
7
～
8
月
は　

17

12

日
、
9
月　

日
、　

月
以
降

11

10

は　

日
前
後
に
な
る
」（
名
古

10
屋
局
Ａ
署
）、「
1
日
の
勤
務

時
間
を
5
・
5
時
間
か
ら
5
・

0
時
間
に
変
更
」「
長
期
と
な

る
ア
ル
バ
イ
ト
5
名
を
雇
い

止
め
に
す
る
」（
大
阪
局
Ｂ

署
）
と
い
う
報
告
が
さ
れ
て

い
ま
す
。

休
暇
等
は
一
歩
前
進

　

人
事
院
は
昨
年
策
定
の

「
給
与
決
定
に
関
す
る
指
針
」

の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
結
果
を

報
告
し
ま
し
た
。

　

報
告
は
、「
ほ
と
ん
ど
の

府
省
庁
で
給
与
は
指
針
の
水

準
に
達
し
、
適
正
支
給
は
着

実
に
進
ん
で
い
る
」
と
し
て

い
ま
す
が
、
国
公
労
連
・
全

国
税
の
調
査
で
は
、
勤
務
時

間
や
職
員
数
を
減
ら
し
て
指

針
水
準
の
処
遇
を
確
保
し
て

い
る
の
が
実
態
で
す
。

　

指
針
が
、
常
勤
職
員
と
同

様
の
業
務
に
従
事
す
る
非
常

勤
職
員
の
不
均
衡
是
正
を
目

的
と
す
る
以
上
、
問
題
の
あ

る
府
省
庁
を
指
導
す
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
く
、
財
政

当
局
に
対
し
て
も
予
算
確
保

の
努
力
を
促
す
こ
と
が
喫
緊

の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

休
暇
等
に
関
し
て
は
、
1

週
間
の
勤
務
時
間
が
常
勤
職

員
の
4
分
の
3
を
超
え
な
い

非
常
勤
職
員
に
も
忌
引
休
暇

（
有
給
）、
病
気
休
暇
（
無
給
）

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
一
般
健
康
診
断
に

つ
い
て
は
勤
務
時
間
・
期
間

が
一
定
の
要
件
を
満
た
す
職

員
に
適
用
が
拡
大
さ
れ
ま

す
。　

さ
ら
に
、
日
々
雇
用

職
員
の
任
用
・
雇
用
形
態
に

つ
い
て
、
本
年
度
内
を
目
途

に
そ
の
性
格
に
応
じ
た
適
切

な
任
期
と
再
任
ル
ー
ル
を
検

討
す
る
と
し
ま
し
た
。

　

要
求
と
の
乖
離
は
大
き
い

も
の
の
、
均
等
待
遇
に
向
け

た
一
歩
前
進
と
な
る
貴
重
な

成
果
と
い
え
ま
す
。

　

国
の
事
務
を
担
い
な
が
ら

「
法
の
狭
間
」に
置
か
れ
て
い

る
非
常
勤
職
員
の
処
遇
を
抜

本
的
に
改
善
す
る
た
め
、
必

要
な
勧
告
を
行
う
な
ど
、
人

事
院
が
果
た
す
べ
き
役
割
は

ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い

ま
す
。

資
格
喪
失
、
休
暇
付
与
日
数

の
減
少
を
許
さ
な
い
、
④
雇

い
止
め
を
許
さ
な
い
こ
と
を

当
局
に
要
求
し
、
ま
た
、
左

記
の
「
人
事
院
報
告
」
で
示

さ
れ
た
改
善
策
が
実
効
あ
る

も
の
と
な
る
よ
う
、
国
税
当

局
に
求
め
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
　

◇　
　

◇　
　

◇

非常勤職員を 「
モ
ノ
」
扱
い
す
る
な　
！！

�人事院
「報告」

予
算
確
保
は
喫
緊
の
課
題

NPTへ核廃絶のうねり

原
水
禁

世
界
大
会

  全労連
臨時大会

「安定した良質な雇用を」
公契約法・条例制定へ始動

「
使
い
勝
手
悪
い
」の
声
が

【
北
海
道
・
札
幌
東
分
会
】

　

定
期
異
動
発
令
か
ら

1
ヵ
月
。
今
年
の
異
動

は
、
一
元
化
移
行
と
同
時

進
行
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
余
裕
が
な
く
「
バ
タ

バ
タ
と
過
ぎ
て
し
ま
っ

た
」
と
感
じ
ら
れ
た
み
な

さ
ん
も
多
い
よ
う
で
す
。

徴
収
の
担
当
者
は
、
移
行

後
の
配
席
も
含
め
た
詳
細

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は

発
令
日
。
そ
の
日
出
勤
し

て
い
な
か
っ
た
職
員
は
、

「
自
分
の
席
は
ど
こ
な
の

か
」、「
机
の
中
身
は
ど
こ

な
の
か
」
す
ら
は
っ
き
り

し
な
い
有
様
で
し
た
。　

　

ス
ペ
ー
ス
の
問
題
等
は

誰
の
目
か
ら
見
て
も
明
ら

か
で
、「
使
い
勝
手
が
悪

い
」
と
い
う
声
も
聞
こ
え

て
き
ま
す
。
3
階
の
法
人

部
門
で
は
統
括
と
担
当
者

の
机
が
つ
な
が
っ
た
状
態

で
、「
昔
の
係
長
時
代
の

様
だ
」
と
の
声
も
。

休
ん
だ
後
は
地
獄
？

【
東
海
・
名
古
屋
東
分
会
】

　

夏
休
み
も
本
格
化
。

「
7
日
以
上
の
休
み
を
」と

言
っ
て
く
れ
ま
す
が
、
内

部
事
務
で
は
、
そ
の
間
の

仕
事
は
ど
う
な
る
の
で

し
ょ
う
か
。
休
ん
で
後
で

地
獄
を
見
る
？
か
。
休
ま

ず
事
務
の
平
準
化
を
自
分

で
地
道
に
す
る
か
。
し
か

し
、
毎
年
続
く
こ
の
時
期

　

代
上
席
も
影
響
を
受
け
て

50お
り
、
ポ
ス
ト
発
令
が
あ
れ

ば
や
る
気
に
も
な
る
が
遅
れ

て
い
る
の
が
現
状
だ
。
接
待

ゴ
ル
フ
で
処
分
さ
れ
て
も
降

格
も
な
く
相
談
官
の
ま
ま
の

人
も
い
る
。
人
事
に
問
題
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
パ
ー

フ
ェ
ク
ト
の
立
場
で
な
く
、

点
検
し
見
直
す
立
場
で
人
事

を
行
っ
て
ほ
し
い
。

当
局　

問
題
あ
る
と
思
っ
て

い
な
い
。
要
望
は
伝
え
る
。

組
合　

接
待
ゴ
ル
フ
の
人
事

に
つ
い
て
問
題
意
識
な
い
と

の
休
暇
取
得
の
押
売
り
に
は

う
ん
ざ
り
。
安
心
し
て
休
暇

の
取
れ
る
体
制
を
作
っ
て
も

ら
い
た
い
も
の
で
す
。

不
祥
事
職
員
人
事
適
正
？

　
　
　

局
交
渉
の
一
コ
マ

【
近
畿
地
連
】

組
合　

職
場
は
処
遇
後
退
、

や
る
気
減
退
、
一
元
化
は
人

減
ら
し
効
率
化
の
流
れ
で
労

働
密
度
は
上
が
っ
て
い
る
。

言
い
切
る
の
か
。
具
体
例

を
あ
げ
た
時
に
人
事
に
問

題
な
い
と
言
い
ま
し
た

ね
。

当
局　

は
い
、
言
い
ま
し

た
。

組
合　

若
い
層
か
ら
見
て

も
上
席
の
ま
ま 
放
っ
た

ら
か
し
に
さ
れ
て
い
る
の

を
見
る
と
そ
れ
で
い
い
の

か
と
の
話
し
に
な
る
。

定
期
券
を
拝
見
し
ま
す

【
近
畿
・
兵
庫
県
支
部
】

　

定
期
券
の「
不
正
使
用
」

の
点
検
が
各
署
で
始
ま
り

Ｎ
署
で
は
、「
Ｉ
Ｃ
乗
車

券
の
使
用
履
歴
ま
で
調
査

す
る
」
と
聞
き
ま
す
。
持

ち
出
し
は
知
ら
ぬ
顔
で
、

ち
ょ
っ
と
で
も
少
な
い
者

は
返
還
を
求
め
る
そ
う
で

す
。「
そ
こ
ま
で
、
職
員

を
信
頼
で
き
な
い
の
」と
、

セ
コ
イ
当
局
に
怒
り
の
声

が
上
が
っ
て
い
ま
す
。


